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○ 取扱い 

 がん性皮膚潰瘍に対するメトロニダゾール（フラジール内服錠）の算定

は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 メトロニダゾール（フラジール内服錠）の添付文書の効能・効果は、「ト

リコモナス症（腟トリコモナスによる感染症）、嫌気性菌感染症（深在性

皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、肺炎、肺膿瘍、

骨盤内炎症性疾患、腹膜炎、腹腔内膿瘍、肝膿瘍、脳膿瘍）、感染性腸炎

（偽膜性大腸炎を含む）、細菌性腟症、ヘリコバクター・ピロリ感染症、ア

メーバ赤痢、ランブル鞭毛虫感染症」である。 

 一方、同成分の外用剤としてメトロニダゾールゲル（ロゼックスゲル）

がある。その効能・効果は、「がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減」で

ある。本剤は、ガイドラインでもがん性皮膚潰瘍臭に対するケアとして推

奨されているが、あくまで外用剤としての適応であり経口薬としてのメト

ロニダゾールにはその適応はない。 

 以上のことから、がん性皮膚潰瘍に対するメトロニダゾール（フラジー

ル内服錠）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


